
領事手数料（令和８年度） 

令和８年３月２６日掲載 

 

令和８年４月１日から領事手数料が以下のとおり改定されます。同日以降に申請受理し

た旅券、証明、査証につきましては、以下の料金が適用されます。 

窓口でのお支払いは現金のみとなっております。支払後には、領収書をお受け取りくださ

い。 

以下に記載のない届出等の手数料につきましては、当館領事班までお問い合わせくださ

い。 

  

【旅券関係】 

（新規・切替発給）    

・10年旅券            ＄109.00  

・5年旅券             ＄76.00  

・5年旅券(12才未満)           ＄42.00  

(その他） 

・記載事項変更旅券        ＄42.00 

・帰国のための渡航書            ＄17.00  

 

【証明関係】 

・在留証明                     ＄8.00  

・出生・婚姻・離婚・死亡証明   ＄8.00  

・署名証明（官公署に係わるもの）＄30.00  

・署名証明（その他のもの）   ＄11.00 

・運転免許抜粋証明             ＄14.00  

 

【査証関係】 

・一般入国査証         ＄20.00 

・数次入国査証         ＄40.00 

・再入国の許可の有効期間の延長 ＄20.00 

・通過査証           ＄5.00 

 

【船舶関係】 

・航行報告証明                 ＄9.00  


